
小規模事業者持続化補助金 

＜一般型 災害支援枠（令和６年能登半島地震等）＞（８次公募） 

見積書等の提出案内 

 

 

 

 

 

１． はじめに  （※非常に重要な事項となりますのでご確認ください） 

本補助金は、申請にあたって立案された計画に基づき、着実に事業を実施いただくとともに、正しく補助金執行

上のルールを厳守していただき、事業活動の再建につなげていただくことを目的としております。 

 

本案内は、採択後にご提出いただく見積書等についての説明です。申請書類に記載された経費の内容、価格の

妥当性を確認するため、見積書等（相見積を含む）のご提出をお願いします。 

（見積書等の提出期限（令和 8 年 11 月 4 日）までに見積書等の提出がなされない場合は、採択取消とします。） 

計上しているすべての経費について見積書等を提出いただき、補助金事務局で審査を経て交付決定となります。

補助金事務局より通知される「交付決定通知書」に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。交付決定日

より前に発注、購入、契約等を実施したものは、補助対象外となりますのでご注意ください。 

ただし、今回（小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠（令和６年能登半島地震等）>）においては、特

例として、令和 6 年 1 月 1 日の能登半島地震、令和 6 年 9 月 21 日から 23 日の能登豪雨により被災した日以

降の申込み、契約、発注、精算を行った経費を遡って補助対象経費として認められます（写真や書類等による確認

が可能であって、適正と認められるものに限ります。）。 ※それらの見積書等の提出も必要となります。 

｜ お問い合わせ先および見積書提出先 ｜ 

＜商工会地区の方＞ 

〇お問い合わせ先：地域の商工会（「商工会検索サイト」より事業所が属する地域をご参照ください。）  

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土日祝日、年末年始除く） 

商工会検索サイト： https://www12.shokokai.or.jp/hpsearch/top/php/shokokai_websearch.php 

〇提出先： 

＜商工会に提出する場合＞ 地域の商工会にご提出ください。 

＜郵送の場合＞ 〒104－0045 東京都中央区築地 5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス 6 階   

【災害枠】商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局    ◇持参、宅配便による送付は受け付けません。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜商工会議所地区の方＞ 

〇お問合せ先：03-6634-579８ 

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土日祝日、年末年始除く） 

FAX：03-6386-8977  メール：notor6@jizokukahojokin.info 

〇提出先： 

〒１０８－８７９９ 高輪郵便局留め 

【災害枠】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局 ◇持参、宅配便による送付は受け付けません。 

＜郵送申請の方＞郵送、メールで受け付けます  ＜電子申請の方＞J グランツにてご対応ください 

採択発表後交付決定までに、見積書等の提出が必要です。 

手続きに不備がある場合は、補助金の支払はできません。 

https://www12.shokokai.or.jp/hpsearch/top/php/shokokai_websearch.php


２． 採択発表後、交付決定までに提出が必要な見積書について 

＜見積書の必要記載事項＞ 
①発行日  

※発災日以降 

 

②書類の名称 

 

③宛名  

※補助事業者宛 

 

④発行者（取引先名） 

 
⑤内容（品名） 

・「一式」「ほか」「等」などではなく具体

的に記載されている 

※「諸経費」のような詳細が不明な経費

は認められません 

 

 

 

 

 

※応募時の様式２経営計画書〈支出経費の明細等〉の補助対象経費と見積額が異なる場合は、様式２を見積書の金額に修正

のうえ、再提出をお願いします。ただし、（６）補助金対象経費合計は応募時に記載した額が上限となります。※公的な資金

を活用しての事業であることも踏まえ、必ず補助事業者自身が発注する業者から取得するようにしてください。金額が市場

価格から著しく乖離しているなど、社会通念上価格が妥当ではないと判断される経費につきましては補助対象外となる可

能性があります。 

※令和６年能登半島地震等により被災した日以降、交付決定前に行われた事業により発生した経費を遡って補助対象経費と

して申請する場合は、実施時に取得した見積書等（相見積含む）をご提出ください。 

※発注総額が 100万円（税込）を超える取引の場合には、２者以上から見積もりを取り、より安価な発注先（委託先）を選ぶ必

要があります。 

※中古品の購入の場合には、購入金額に関わらず、２者以上の中古品販売事業者からの見積もりが必要です（車両購入費を

除き税抜５０万円以上の中古品の購入は補助対象外です。）。 

※インターネット購入等で見積書が発行できない場合は、取引先が提示する金額がわかる画面コピー等の提出が必要です。 

※住宅宿泊事業者が修繕もしくは改装の費用を計上する場合には、面積按分の算出根拠（住宅のうち、事業の用に供する部

分の面積がわかる図面等）が必要です（住宅宿泊事業者以外でも按分の根拠資料が必要になる場合がございます。）。 

※交付決定には、採択後、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも、採択発表から概ね 1 か月程度かかる場合がありま

す（あくまで目安であり、状況により変動しますのでご注意ください。）。 

提出方法等ご不明な点は、お問合せ先までご連絡ください。 
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